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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年10月29日(2015.10.29)

【公開番号】特開2014-119438(P2014-119438A)
【公開日】平成26年6月30日(2014.6.30)
【年通号数】公開・登録公報2014-034
【出願番号】特願2012-277364(P2012-277364)
【国際特許分類】
   Ｇ０４Ｇ  19/06     (2006.01)
   Ｇ０４Ｃ  10/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０４Ｇ    1/00     ３１０Ｒ
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月8日(2015.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電手段と、
　前記発電手段で発電された電気エネルギーを蓄積する蓄電手段と、
　前記蓄電手段に蓄積された前記電気エネルギーで運転される装置と、
　前記発電手段から前記蓄電手段への充電状態を検出する充電検出手段と、
　前記装置の運転状態を制御する運転制御手段とを備える発電機能付き携帯電子機器であ
って、
　前記運転制御手段は、
　前記装置を運転停止状態に制御する運転停止部と、
　前記装置が前記運転停止状態となっている場合に前記装置の運転を再開する運転再開部
と、
　前記装置の運転持続時間を設定可能とされ、前記運転持続時間の残存時間を計時するタ
イマーと、
　前記装置の運転再開時に、携帯量を検出する携帯量検出部と、前記タイマーに設定する
前記運転持続時間を調整する運転持続時間調整部とを備え、
　前記運転停止部は、前記タイマーの前記残存時間が０になった場合に前記装置を前記運
転停止状態に制御し、
　前記運転再開部は、前記充電検出手段で前記充電状態を検出した場合に前記装置の運転
を再開し、
　前記運転持続時間調整部は、前記携帯量検出部で検出された前記携帯量が所定値となっ
た場合に、前記タイマーに前記運転持続時間を設定する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記蓄電手段の電圧を検出する電圧検出手段を備え、
　前記運転持続時間調整部は、前記タイマーに設定する前記運転持続時間を、前記電圧検
出手段で検出される検出電圧および前記携帯量に基づいて複数段階に設定する
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　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記蓄電手段の電圧を検出する電圧検出手段を備え、
　前記運転持続時間は、予め区分された複数の電圧範囲毎に設定され、
　前記運転再開部は、
　前記充電検出手段で前記充電状態を検出した際に前記電圧検出手段で検出された検出電
圧が、最も短い運転持続時間に対応する第１電圧範囲に該当する場合には、前記タイマー
を最も短い運転持続時間に設定し、
　前記検出電圧が、前記第１電圧範囲よりも高い電圧範囲に該当する場合には、前記運転
持続時間調整部を作動する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記携帯量検出部は、運転再開時を基点として１日を複数の時間域に分け、前記時間域
において前記充電検出手段で前記充電状態が複数回検出されると、前記時間域を携帯状態
検出時間域に設定し、１日の中で所定数以上の前記携帯状態検出時間域が存在した場合に
１日分の携帯量があったと判定し、
　前記運転持続時間調整部は、前記携帯量の日数が予め設定された所定値になった場合に
、前記タイマーに前記運転持続時間を設定する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記充電検出手段は、前記発電手段から前記蓄電手段への連続的な充電状態を検出可能
に構成され、
　前記携帯量検出部は、前記連続的な充電状態を検出している時間の長さに基づいて前記
携帯量を検出する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記タイマーは、通常運転モードの残存時間を計時するタイマーと、低電圧状態を警告
するＢＬＤ運転モードの残存時間を計時するタイマーとを備え、
　前記運転制御手段は、前記通常運転モードの残存時間を計時する前記タイマーの残存時
間が０時間になった場合と、前記携帯量検出部で検出された前記携帯量が所定値未満であ
った場合に、前記ＢＬＤ運転モードで前記装置を運転し、
　前記運転停止部は、前記ＢＬＤ運転モードの残存時間を計時する前記タイマーの残存時
間が０時間になった場合に、前記装置を前記運転停止状態に制御し、
　前記運転再開部は、前記ＢＬＤ運転モード時に充電状態が検出された場合に、前記運転
持続時間調整部を作動する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の発電機能付き携帯電子機器において、
　前記装置は、時刻を表示する時刻表示手段であり、
　前記運転制御手段は、前記時刻表示手段で表示される前記時刻を修正する時刻修正状態
になった場合も、前記タイマーの作動を継続する
　ことを特徴とする発電機能付き携帯電子機器。
【請求項８】
　発電手段と、
　前記発電手段で発電された電気エネルギーを蓄積する蓄電手段と、
　前記蓄電手段に蓄積された前記電気エネルギーで運転される装置と、
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　前記発電手段から前記蓄電手段への充電状態を検出する充電検出手段と、
　前記装置の運転状態を制御する運転制御手段とを備える発電機能付き携帯電子機器の制
御方法であって、
　前記運転制御手段は、運転持続時間を複数の時間長さに設定可能とされ、前記運転持続
時間の残存時間を計時するタイマーを備え、
　前記タイマーの前記残存時間が０になった場合に前記装置を運転停止状態に制御する運
転停止処理と、
　前記充電検出手段で前記充電状態を検出した場合に前記装置の運転を再開し、携帯量を
検出して前記携帯量が所定値になった場合に、前記タイマーに前記運転持続時間を設定す
る運転持続時間調整処理と、
　を実行することを特徴とする発電機能付き携帯電子機器の制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　Ｓ３３でＮｏと判定された場合や、Ｓ３４でＹｅｓと判定された場合は、時刻表示制御
手段１４は、ＢＬＤカウンター１４３Ｅの残り時間が０時間よりも大きいか否かを判定す
る（Ｓ３５）。
　Ｓ３５でＹｅｓと判定した場合は、ＢＬＤ運転期間が残っているので、Ｓ３２の処理に
戻ってＢＬＤ運針を継続する。
　一方、Ｓ３５でＮｏと判定した場合は、ＢＬＤ運転期間が終了したので、運転停止部１
４１は、運針を停止し（Ｓ３６）、前述した運転停止モードＳ１を実行する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
　次に、運転再開部１４２は、運転持続時間調整部１４８によって電子時計１を手振りし
て発電したことによって充電状態が検出されると、第１カウンター１４３Ａに初期値をセ
ットして運転持続時間を１日分に設定し、カウントをスタートする（Ｓ１０１）。また、
１日分の運転持続時間に対応する５秒表示に設定して秒針２３による充電量インジケータ
ー表示を行う（Ｓ１０２）。
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